
(1) 都市計画決定・変更の経緯
中須公園は、近隣の地域住民や、竹原西小学校の児童等が利用していた公園であり、地域防災計画にも避難

場所として位置付けられていたが、土地所有者から返還の申し出があり、令和４年度に公園施設を撤去・移設

し所有者へ土地を返還した上で廃止した。

しかしながら、公園施設の撤去・移設時より、地域住民から代替え公園の整備要望が強くあり、地域住民の

利便性や快適性、健全な遊び場、防災拠点・避難地を確保するため、新たに同規模（約 1,860 ㎡）の敷地を取

得し、新中須公園（仮称）として整備（新設）することとした。

(2) 中須公園／新中須公園（仮称）の位置
中須公園は、竹原市の南部、中心市街地の南西部に位置していた。

新中須公園（仮称）は、中須公園から更に南西部に直線距離で約150m離れた介護施設に隣接した位置に整

備することを予定している。

(3) 新中須公園（仮称）の概要
新中須公園（仮称）の概要は以下のとおりである。

(４) 新中須公園（仮称）の機能
新中須公園（仮称）は、近隣に戸建て住宅が多いことから、子育て世帯が楽しめるような遊具を再配置する

等、通常の公園機能を備える。

また、中須公園は、土砂災害に対する指定避難場所として指定されていたことも踏まえ、新中須公園（仮称）

も同様に土砂災害に対する指定避難場所として指定する。

更に、竹原地区の防災機能の向上により安全で安心できる都市づくりを図るため、災害発生時の復旧・復興

拠点や物資の中継基地等となる防災拠点、避難者の生命を保護する避難地等として機能する防災公園として整

備する。加えて、防災ベンチ、備蓄倉庫を合わせて整備することで、更なる防災機能の向上を図る。

用途地域 無指定地域（非線引き区域）

周辺の市街地の状況 住宅地

直近公園までの距離 3・3・7 中央公園 約 1,000m、2・2・10 本川公園 約 1,000m

接道について 市道 中須皆実町線に接続

用地 都市計画変更後に買収予定

事業予定 令和７年度 用地買収

令和７年度 施設整備

(1) 上位関連計画の位置づけ
① 上位計画

「広島県広域緑地計画」や「広島圏域都市計画マスタープラン」に整合・即した上位計画である「第６次 竹

原市総合計画」「第３次 竹原市都市計画マスタープラン」における位置づけは以下のとおりである。

② 関連計画

関連計画である「第２次 竹原市緑の基本計画」では、以下のような記述がある。

・都市部における住区基幹公園は、将来における利用者数、誘致圏や生活単位に応じた地域区分、竹原市立

地適正化計画における居住誘導区域、土砂災害特別警戒区域などの災害リスクなどに配慮しながら均等配

置を行い、公園や広場の質的・量的な不足及び適正な再配置を検討し、必要に応じて都市計画変更の手続

きを実施します。（P.67 第５章 ２ ２）（3）①歩いて行ける公園・広場等の整備）

・居住誘導区域、災害リスク、維持管理費の縮減等を踏まえた都市公園の具体的な再配置等について検討し

ます。（P.79 第６章 １社会情勢の変化に応じた都市公園の再配置【具体的な取組】）

(2) 今後のスケジュール
都市計画の決定・変更に向けた今後のスケジュールは以下のとおりである。

第６次 竹原市総合計画 第３次 竹原市都市計画マスタープラン

該当ページ P.81 目標像６ 2.住環境 ④ 公園施設の適切な維持管理と

利用促進

・P.52 2-2（3）ア（ｱ）街区公園等

抜粋

都市計画決定・変更の経緯と新中須公園（仮称）の概要

竹原都市計画公園の変更について

上位関連計画の位置付け及び今後のスケジュールなど

写真：新中須公園（仮称）図：中須公園及び新中須公園（仮称）

新中須公園（仮称）

新中須公園（仮称）
1,860 ㎡

中須公園（R4 返還）
2,034 ㎡
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